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【別紙４】映像表示・音響システム導入機器等一覧 

■映像表示・音響システム 

機器等 規格 数 設置場所 用途 備考 

映像表示・音響システム ― １式 オペレーションルーム 
LED サイネージや各種音響設備へ映像表示・音声

配信をする。 

・主な機器など 

  LED コントローラー、デジタルマトリクススイッ

チャー32×32、マルチウィンドウプロセッサ、デジタ

ルミキサー、機器収納架など 

各種ネットワーク機器 ― １式 オペレーションルーム 

大型映像表示・音響システム、遠隔会議システム、

総合防災情報システムで使用するネットワーク機

器 

・大型映像表示音響システム、遠隔会議システム、総合

防災情報システムと共用で可 

プレビュー用モニタ、キーボード、マウス 22 型以上 １式 
オペレーションルーム 

操作卓スペース 

LED サイネージへ投影する映像を確認し、インタ

ーネット情報画面の操作等をするもの 
 

操作卓 ― ２ 
オペレーションルーム 

特別会議室２ 

オペレーションルームに設置する（プレビュー用モ

ニタ、タッチパネル等）および特別会議室２に設置

する操作用タブレット等を配置するためのもの 

 

タッチパネル 10 型以上 １ 
オペレーションルーム 

操作卓スペース 

LED サイネージまたはマルチモニター等へ表示す

る映像の切り替えやマイク音量等を操作する 
・有線接続された操作端末 

操作用タブレット 10 型以上 ２ 
特別会議室１ 

特別会議室２ 

LED サイネージまたはマルチモニター等へ表示す

る映像の切り替えやマイク音量等を操作する 
・無線で操作可能な操作端末 

映像入力コンセント ― 備考参照 

特別会議室１ 

特別会議室２ 

４階委員会室 

映像表示・音響システムに対し映像入力をする機器

を接続するための映像入力コンセント 

・原則床面設置とすること 

・最低必要数は以下の通り 

  特別会議室１ 

  特別会議室２ 

  新庁舎４階委員会室１～４ 

映像出力コンセント ― 備考参照 

特別会議室１ 

特別会議室２ 

４階委員会室 

映像表示・音響システムに対し映像入力をする機器

を接続するための映像出力コンセント 

・原則床面設置とすること 

・最低必要数は以下の通り 

  特別会議室１ 

  特別会議室２ 

  新庁舎４階委員会室１～４ 
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■映像音響システム 

機器等 規格 台数 設置場所 用途 備考 

LED サイネージ 

画面サイズ

W4,800×H1,350

㎜相当ピッチサ

イズ 1.875 ㎜以

下 

1 特別会議室１ 
気象情報や被害情報等の情報収集及び災害対応職

員への情報共有 

 

床置モニター 70 型以上 2 特別会議室１ 
気象情報や被害情報等の情報収集及び災害対応職

員への情報共有 

・架台は可動式とし、HDMI 信号同軸延長器、受信機、

取付器具など 

可搬型モニター 70 型以上 １ 特別会議室２ 
気象情報や被害情報等の情報収集及び災害対応職

員等への情報共有 

 

可搬型モニター 55 型以上 ４ ４階委員会室 災害対応職員及び災害支援者等への情報共有 ・STB 付 

天井設置型カメラ PTZ 対応 1 特別会議室１   

会議用マイク ― 25 特別会議室１   

ワイヤレスハンドマイク ― 2 特別会議室２   

スピーカー ― 任意 
特別会議室１ 

特別会議室２ 
 

 

 


